
資料２

監査制度について（追加提出資料）



市町村における監査委員制度の変遷

 

 

市 町村 

委員定数
事務局等 

委員定数
事務局等 

委員定数 委員定数
事務局 職員 事務局 職員 

昭和２２年 

(地方自治法制定) 

２人（条例で任意） 

 

 

－ 

書記の設置（任意） ２人（条例で任意） 

 

 

－ 

書記の設置（任意） 

昭和２３年 ２人（条例で任意） 昭和２３年 （条例 任意）

※条例で４人とすることが

できる 

 

－ － 

昭和２７年 ２人（条例で任意） 

※人口１０万人以上及び地

書記その他職員の設置 

（任意） 

書記その他職員の設置 

（任意） 

方公営企業を有する市に限

り条例で４人とすることが

できる 

－ － 

昭和３８年 原則２人（必置） 

※条例で３人まで 

条例による（任意） 

 

書記その他職員 

※事務局を置かない

原則１人（必置） 

※条例で２人まで －

書記その他の職員 

（必置） 

※ただし人口25 万以上の市

は４人(必置) 

 

 

場合（必置） 

 
平成９年 ２人（必置） 

 

 

条例による（任意） 書記その他の職員 

※事務局を置かない 

場合（必置） 

平成１８年
 

 

 

平成１８年 ※条例で識見委員の

定数を増加可 

※条例で識見委員の

定数を増加可
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包括外部監査

○ 毎会計年度、外部監査人のイニシアティブによる監査を実施
○ 都道府県・指定都市・中核市については契約の締結を義務付け

他 市 村 条例 任意 導○ その他の市町村は条例により任意に導入

包括外部監査の流れ

①包括外部監査契約議案についての意見④契約の締結

括 部 流

地方公共団体

長
監
査

②外部監査契約議案の提出

外

⑤監査の実施

⑧
措

議会

査
委
員

外
部
監
査
人

③議決

⑥監査結果の報
告・意見 住

民

措
置
状
況
の
通
知

人
他の執行機関

⑦監査結果報告の
公表

⑨措置状況の公表
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⑨措置状況の公表

財政援助団体等
（⑤監査の実施）



個別外部監査（事務監査請求に基づくもの）

○ 住民の５０分の１の者による連署をもって監査委員の監査に代えて個別外部監査による
監査の請求がある場合において、外部監査人による監査をすることが適当であるときに、
部監査 監査を実施外部監査人による監査を実施

個別外部監査（事務監査請求）の流れ

②個別外部監査によることについての意見を
⑧契約の締結

住民

部 務 流

①選挙権を有する者からの事務監査
請求に係る個別外部監査の請求

地方公共団体

長

監

②個別外部監査によることについての意見を
付けて長に通知

⑤個別外部監査契約締結議案についての意見

外

⑨監査の実施

住民

⑫

議会

監
査
委
員

③個別外部監査によることについての議案
⑥個別外部監査契約締結議案

外
部
監
査
人

⑩監査結果の報
告・意見

⑫
措
置
状
況
の
通
知

④・⑦議決
※④が否決された場
合は監査委員によ
る監査へ

請
求
代

人

他の執行機関
⑪監査結果報告の通知

知 代
表
者
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⑪監査結果報告の公表

⑬措置状況の公表



個別外部監査（議会の請求に基づくもの）

○ 議会からの個別外部監査による監査の請求に基づき、外部監査人による監査を実施

個別外部監査（議会請求）の流れ

③長 通知

⑦契約の締結

部 議 流

②監査委員へ請求
地方公共団体

長

監

③長へ通知
④個別外部監査契約締結議案についての意見

外

⑧監査の実施

⑪

議会

監
査
委
員

⑤個別外部監査契約締結議案
外
部
監
査
人

⑨監査結果の報
告・意見 住

民

⑪
措
置
状
況
の
通
知

①請求議決
⑥契約議決人

他の執行機関

⑩監査結果報告の公表

知
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⑩監査結果報告の公表

⑫措置状況の公表



個別外部監査（長の要求に基づくもの）

○ 長からの個別外部監査による監査の要求に基づき、外部監査人による監査を実施（財政
援助団体等に対する長の要求に基づく個別外部監査も可）援助団体等に対する長の要求に基づく個別外部監査も可）

個別外部監査（長の要求）の流れ

②個 外部監査 る と 意

⑧契約の締結

部 長 要 流

①個別外部監査の要求
地方公共団体

長監
査

②個別外部監査によることについての意見
⑤個別外部監査契約締結についての意見

外

⑨監査の実施

⑫

議会

査
委
員

③個別外部監査によることについての議案
⑥個別外部監査契約締結議案

外
部
監
査
人

⑩監査結果の報
告・意見

住
民

⑫
措
置
状
況
の
通
知

④・⑦議決

人

他の執行機関
⑪監査結果報告の公表

知

⑬措置状況の公表
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⑬措置状況の公表

財政援助団体等
（⑤監査の実施）



個別外部監査（住民監査請求に基づくもの）

○ 住民監査請求において監査委員の監査に代えて個別外部監査による監査の要求がある場
合において、外部監査人による監査をすることが適当であるときに、外部監査人による監
査を実施査を実施

個別外部監査（住民監査請求）の流れ

③長へ通知
住民

部 民 流

①住民監査請求に係る個別外部監
査の請求

②個別外
部監査に
よること
が相当で

※相当でないとの決
定の場合は監査委
員による監査へ

地方公共団体

長

③長へ通知

④個別外部監査契約締結議案につ
いての意見

⑦契約の締結

住民が相当で
あるかに
ついての
決定

⑫措置状況の通
知

議会

監
査
委
員

⑤個別外部監査契約締結議案

外
部
監

⑧監査の実施

⑨監査結果の
報告・意見

⑥議決

請有

⑪必要な措置の
実施を勧告

知

員監
査
人

報告・意見

他の執行機関

請
求
者

⑩請求に
理由があ
るかにつ

⑪勧告の内容の通知 公表
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いての決
定

⑪請求に理由がない旨を通知・公表

⑪勧告の内容の通知・公表
無

⑬措置状況を通知・公表


